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原子力災害と緊急的対策

-福島大学と地域支援一

小 山 良 太

は じ め に

原子力災害が地域社会・経済・産業に与える影響

について，その全体像は未だに解明されていなし、。

チェルノブイリ事故と異なり，人口密集地域におけ

る放射能汚染であり，現在も居住・生活・営践を続

けながら復旧・復興をするというtlI:界に類を見ない

事故となっている。この点で放射能汚染問題に関す

る先行研究を直接的に本事例に適用することは難

しし、。

筆者はこれまで放射能汚染地域である福島県に

おいて，村ー・農協調査研究，陵地形成， f主=産物流

通に関する研究を行ってきた。調査地域は，計阪i的

避難地域である飯館村，葛尾村，南拐馬市p 回村市

と一部出荷規制地域である中通り・伊達市，会津地

域など福島県全域と宮城県南部など広範におよぶ。

特に近年は，産地ブランド形成に関わる地産地消，

G次産業化に関して，福島県を対象とした実託研究

を行ってきた。今回の原発事故によりこれらの地域

は多大な被害な被るとともに復旧・復興の回途すら

立たない状況に追い込まれている。福島県において

は，体系立てた損害調査が行われておらず，いわゆ

る「風評被害Jの問題も解決のめどが立っていない。

その根源的な原因は全農地を対象とした放射性物

質汚染マップの作成が実施されていない点にある。

汚染マップをベースとした安全検査体制の楠築と

それに対応した流通システムの形成が求められて

いる。また汚染マップの作成は損害構造の解明に必

要不可欠である。

原発事故から数カ月が経過したが，放射能汚染問

題は収束のめどが立たない。民|は除染プロジェクト

を推進するとしているが，そもそも全農地の放射能

汚染状況を調査していなし、。 放射能汚染マップなし

に計爾的な除染は進まないい復興計画も立てられ

ない。現地は塩漬けのまま放置される結果となる。

kii~~fl;，j)\くさ計五泌総，{:~.・主))'j 泳教授 (Ryota Koyama) 

稲わら， r持用牛の問題など次々に汚染状況が表弱化

する。これに対応して，米だけは調査地点，サンプ

ル数を増やすなど収穫直前になって対一応力向を変

えているが，本来は体系立てた調査・検査体TljlJが必

要である。

そこで本稿では，原子力災害が福島県農業・農協

に与えた影響を把握した上で汚染問題の現状を整

現する。その上で，今後求められる安全性検査の在

り方，放射能汚染地域の生産・流通の在り方を検証

していく。

1 .原子力災害が福島県に

与えた影響

まず，設災由来の人的・物的被害を確認する。人

的被害については，死者 1，846人，行方不明者 120

人，物的被害(住宅全壊)は 18，132棟となっている

(2011年 10月 17日現在。福島県調べ)。問題は涼子

力災害の影響であるが，大きく分けて 2つの問題が

存在する。第 Iは，放射性物質の飛散による福

全域汚染の拡大である。ここでは，見通しの立たな

い除染を実焔しなければならない。第 2は，放射線

被l爆によるj泉氏の健淡へのiJllJり知れない影響であ

る。低線量;被ばくに隠してはその影響が明らかにさ

れておらず，福島県民は日々不安の中生活を余儀な

くされている。

地域経済・暮らしへの影響に関しては，原発事故

によるあらゆる生活・産業分野で、の損失が発生して

いる。まそ lは原発事故の社会・経済的被害想定範囲

を示している。 地域経済は縮小し，現実に地{11liの下

落(全用途の平均変動率マイナス 6%と過去最大の

下落率)，服用情勢の思化などの問題が生じている。

計画的避難地域など強制的に生活空間を{破壊され

た地域では帰還の時期を見通せない状況からコ

ミュニテイーや家族の粋の崩壊が生じている。

w のような中，人口流出が!とまらない。若年間の

0369-5247/12/Y500/1 論文/JCOPY
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表 l 原発事故の社会・経済的被害範囲想定

1. 避難・退巡の継続による事業所や践的喋の営業上の損失

2 事業所の休lI::による賃金収入の途絶

3. 発電所の休止・溌11こによる緩用の喪失

4. 関連企業(あるいはその他の立地企業)の撤退による庭用の擬失

5. 避難にともなう支出(役場を含む)

6. 現場作業に従事する地元労働者の健康被安

7 遊幾や退避のストレスに起因する住民の健康障害

8. 大気汚染対策lこ必婆とされた諸物資 (7kや非常食)への支出

9 風評iこ起因する農業の損失

10. 作付けの淫れによる農業の損失

11. 土漆の放射能汚染によって起こりうる長期的な農業被害

12 海洋汚染による漁業被等

13. 地域のイメージダウンによる観光業へのダメージ

14. 津波被害からの復旧(農地の滋答I~主公等)が遅延・阻害されることにともなう損失

15 高等教育機関への入学者の減少

16. 学校の休止・中断による教育上の損失

17 自治体の機能移転および機能低下の影響

18. 放射線モニタリンク守の機材や人員の数倣に要する支出

19. 発電所からの税収(とくに闘定資産税)の大綱な減少による行政サービスの低下

20. 法人所得や偲入所得の減少iこともなう税源の減少

21. 汚染や風評による不動産価値の低下

流出により，このままで、は福島県の地域活力の低下が

懸念される。県外への避難状況は56，469人(2011年 9

月 22日現在)となっており， 6~8 月の人口移動は，

転出超過の状態でありマイナス 7，828人となってい

る。福島県の人口は， 1979年 6月以来 33年ぶりに

200万人を割る状況であり， 2011年 8月日段階で

し994，406人となっている。

福島県における原子力災害の影響は，あらゆる

あらゆる分野におよんで、おり，被害の全体像に

ついては，見返しすら立たない状況である。「風評

被害Jとし、う言葉に端的に示されるように，人権侵

ど，精神的な負般も大きい。

続いて，福島県農業および農協に与えた影響を確

認、する。福島県農業の生産基盤は著しく破壊された

といえる。放射性物質で汚染された農地は 5，000ベ

クレル以上の汚染農地 8，300ha(うち水間 6，300ha

熔 2，000ha)で、あり，全農地 143，900haの 5.7%を占

めている(福島県の推計{直)。津波により流出・冠水

した福島県内の農地面積は耕地簡積の約 4%にあた

る 5，923ha(水悶 5，583ha 熔 335ha)である(農水省

調査)。震災の影響より，原発事故の影響の方がは

るかに大きい。2011年度の水話作付面積にみる被害

状況をみてみると， 2011年の水稲作付面積は 6万

6，543haであり，前年に比べて 15，327haの減少と

なっている(前年比 81%)。うち震災関連(津波・地

震)による減少は 3，480ha，かん水施設等の破損m
鳥湖決壊による作付不可)による減少は 2，250haで

ある。原子力災害による水稲作付け制限区域による

減少は 7，740haと最も多い。その他，避難・作付制

践を余儀なくされた担い手(営農意欲，後継者への

，流出・損壊した生産地牟設・機械，破壊さ

れた畜産基盤・地域ブランド・地産地消基盤，耕高

連携など，計り知れない生産基盤への影響が現実に

発生している。

2. 福島県農業の地域性と

放 射 能 浩 染 陣 題

閣 1のように福島県は太平洋側から大きく，浜通

り，中通り，会津の 3地区に区分される。今回の原

発事故は浜通りの中央にある双葉郡で起きた事故
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である。放射能汚染の状況は浜通り ιド央から中返り

北部(県北地域)にかけて分布し， LP通り中央(県仁村

まで広がっている。図では計画的j佐美1卜立入制限地

j戒となっている部分を A:作付制限地区とした。こ

こは，福島県の民業振興計離では近年，隈芸産地形

成(相馬・双葉z 粉双グリーンベルト構組)に力を入

れてきた地域であり，

存立していた。また7J<:111農業に関しては，近年，土

地改良守に若手し，集団|去作の導入と露地野菜産

地形成(トマト，ブロッコリーなど)や側別経常志向

の強いt{fiI~~県水間農業では珍しい集落常肢の推進

地域でもあった。つまり，近年，戦略的な農業投資

を行ってきた地域であったため，長期にわたる住弐

避難や作付i¥JiJ限の影響は単なる l4i年度の収穫物の

損失にとどまらない。また浜通りと Iド通り分けて縦

断している阿武隈i民地では，畜~E団地が形成されて

おり，生乳の放射能汚染で問題となった酪設の他に，

双
謁
グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト

f坂館正|ニ， )11俣シャモ，伊達一地主jといった市政ブラン

ド化を長JmlJ.lJにわたる投資と努力で実施してきた

地域である。飯館村の百十間的避難で ctÎEI~J された通り，

放射能汚染は同心円状には広がらず， 1也7f;や気候条

件によって分布する。これら中r1111'iJ地域の75産農業

もお限度の欣射能汚染地J淡となってしまっている。

さらに深刻なのは，仁1:1通りの北部(招島市・人 1-1

29万人)・中部(お1¥1111'11"・人 1=134万人)にも放射能汚

染が広がっていることである九これらの地域は，

空関線註1.5トlsv/h程度(日本の通常1肢が O.05~ 

0.08)が恒常的に計iJllJされているが，ホットス

ポットも観測されており，モザイク状に汚染物質が

拡散していることがうかがわれる。前掲|玄11と!照合

i 丈夜間，!.q:'rì ・米('r1DOAIi'1:身 I"Æ:;ír!iて11 \1総 1\(il(C~主モニタザング \UM伐上り

http://www.mext.go.jp/component/ 3_ITICI1U/ othcr/ detaiL lcsFJ!es 

/atield日le/2011 /05/06九305820_20110506.pdf (2011/7/20 11年l，U
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しでもわかるように土壊汚染状況は lkg 当り

し000'"'-'5，000ベクレルの地域が広範に広がり，中に

は5，000~10， 000ベクレルといった作付制限基準を

超える農地も含まれる。中通り地区は，県庁等行政

機関や教育機関，企業の本社機能が集中しており，

東北新幹線，国道4号線など交通インフラの整備と

東北各地への物流のハブ拠点ともなっている地域

である。中通りの農業は米を基盤としつつ園芸・果

樹も県内ーの生産を有する複合的な農業地域であ

る。表 3をみると中通り地域の農業生産のウェイト

の高さが分かる。一部出待制線が実施されている。

会津地域は，福島第 i原発から 100km以上離れ

た地域であり，放射能汚染状況は極めて軽い。空間

線量では会津者松市で 0.16，南会津では 0.07とい

う状況である。土壌中の放射性物繋はし 000ベクレ

ノレ/lkg以下の地域である。しかし，最初の出荷規制

の枠組みが県内で1カ所でも暫定規制伎を超える農

産物が出たら全県出待制限であったため会津も出

荷Hi日銀がなされ，その後市町村単位の規棋に改めら

れた後も混乱評被害にさらされている状況である。

原発事故が起きた 3月以緯，福島県の農産物出街

HjlJ眼の問題は，~芸，音産中心に展開してきた。表 2

をみても分かるように，今後は主力品目である果樹

表 2 福島県における地域別・品白日IJ農業生税額

7月~ 10JJ ~ 

野菜資産来実 米

j兵通り 4981 115 136 16 200 

摘 1，5721 330 351 237 512 

会津 49引 86 23 22 320 

福島県 2，568! 531 509 275 1，033 

浜通り 19.41. 21.7 26.7 5.8 19.4 

中通 61.2'， 62.1 68.8 86.2 49.6 

会津 19.41 16.2 4.5 8.0 31.0 

福島県 100.01 100.0 100.0 100.0 100.0 

資料，東北淡政局WJ~HÌ'71<残高五日U2005年より集計。

(7月以降，モモ，なし， りんご)と米(10月以降，

会津コシヒカリ)が出荷の時J拐を迎える。夏，秋に

かけてどのように放射能汚染検査体制を築けるか，

わかりやすい流通システムを構築できるか，風評を

克服するための正確な情報伝達の方法を打ち出せ

るかが課題となっている。

3. I京子力災害による 3つの損害

放射能汚染による損容は3つの枠組みで、捉えられ

る。①フローの損害は，出荷flJlJlIJltに引っかかっ

産物，作付できなかった分の農産物など，生産物が

販売できなかった分の経済的実答と風評苦手による

価格の下落分であり，現在損Z害賠償'の迎上に上がっ

ているのがこれである。

表 3より，作付制限・一部出荷制限地域の農業生

産の合計ーを算出すると，県合計の 41.9%・1，077搭

円となる。つまりし 000億円の損容賠償を行えば，

とりあえず今年度は安全性を正確に確認できない

農産物の出荷を自治したり，農家の当街の営農・生

活資金を担保し，今後の対策を立てる資金としても

活用できる。東電が今年度赤字決算に計上した原発

事故対策費1.3兆円を今I註すれば鑑かの賠骸でおj応

できるのである。

@ストックの損害は，物的資本，生産インフラの

損害であり，農地の放射能汚染，避難による施設，

機械の使用制限などが含まれる。現状では，ここま

で、損害調変は行われていなし、。農地の損苦手などの計

測には，正確な放射能汚染地図の作成が必要で、あり，

置場ごとのこと壌分析が必要となる。

重要なのは③社会関係資本の損害である。これま

で、地域で培ってきた産地形成投資，地域ブランド，

農村における地域づくりの基盤となる人的資源，

ネットワーク燐造，コミュニティー，文化資本など

多種多様な有形無形の損害を被っている。しかも，

表 3 )J間違被容地域の農作物被安状況

注1)避難.f1iIJB良地域l土、立入信1J[5艮・避難地域および出荷制限実絞のある
県北・熱中の一部地域を合J十したもの

注2)波及m・制限地域シェアは、各農作物の福島県合計に占める
当該地域生産の割合で、ある。
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避難地域では十数年におよびこれら資源、・資本を李IJ

Jtlーすることができなくなる。この損失分をどのよう

に測定するか，対策としてどのように穴埋めするか，

このことは揮めて重要な際題となる。現段階では，

損害日制賞審査会でもまったく手つかずの状況である。

3. 1フローの損害(出荷制限)

では，現在進行中のフローの損害について確認して

し、く。金三歳・出荷制限・自粛，使用制限に関しては，

福島県において緊急時モニタリング検斎を実施して

いる。この結来により出荷の可否が判断される。品沼

別の状況をみると，福島県の主力品目である稲作では，

作付け爺IJ販として，警戒区域，計凶î(:l~避難区域，緊急

時避難準備区域，南相潟市全域が対象となっている。

出荷制限では本調査が完了し， 48市rur村(作付け制限

市町村・桧枝岐村を除く)中全市町村で出荷可能と

なっている。しかし，厳しい販売環境に置かれている。

米の本調査の結果をみると，全 1，174点の本検査のう

らND(Not Detected :検出限界)は 964点であり全件

の 82.1%となっている。 20ベクレル以下の累計は

1， 055件(89.9%)，100ベクレノレ以下(12)累計ーは 1，167

件(99.4%)となっており，ほぼすべてが暫定規制値で

ある 500ベクレルを大きく下回っている。陪題は 470

ベクレルを検出した 1つの検体の存在である。これに

よりサンプノレ誠査の不安が上回l隠し，畏い控えの状況に

陥っている。野菜・果実に関しては，一部地域で出荷

t/l日限あるものの2011年 10月段階ではほとんどの品目

が制殻外となっている。一方で，あんぽ1iliに関しては，

乾燥することから放射性物質が濃縮され放射性物貿

が生の状態の 2.5~3 倍担fffになることが確認された。

そのため 2011年 10月 14I=Jに福島県から主産地であ

る伊達地方について加工自粛要諮が出されている。

JA伊達みらいの主力品目(販売高の 25%)であるあん

ぽ柿は全面出荷自粛となっている。

肉用牛に隠しては，全頭・全戸検査を経由して出

荷が可能であるが，畜舎での滞留問題が発生してい

る。原乳に関しては，警戒区域，言十断的避難区域を

除く県全域でiIllJl浪は解除されている。

粉がらは，玄米に対する籾がらの濃度比を用いて

利用の可否を判断している。放射性セシウム濃震が

1133ベクレル/kgJ以下の地域では，敷料等の手Ij用

が可能である。生産された「ほ場すき込みjは暫定

許容伎に関係なく全域可となっており，これが農家

の混乱を招いている。

問題となった稲わらであるが， 1福謡島L県尽ででS飼料料，沼稲

わらのモニタリング

判誌断;号?を行う O 家寵飼料の暫定許容値は 300ベクレノレ

/kg(水分音量 80%)である。人間の食料の基準(500

ベクレノレ)より低いことが農家レベルでは話題と

なっている。生産された「ほ場すき込みJについて

は f拐がらj に陪じである。籾がら・稲わらを:Ltll巴

の高IJ資料として手Ij用する場合は，暫定許容値に関係

なく手IJJIjできるが，生産された堆肥は 400ベクレノレ

/kgを超えてはならない。なお，汚染稲わらの処分

問題も深刻化している。堆日記は，暫定許容値 400ベ

クレノv/kgとなっている。

3.2フローの損害(風評被害)

問題は，風評による価格下落分の損答である。園芸

に関しては， 4)ヲ段階で出荷制限ー伎取t/l郎良品自の公

表により市場が混乱した。 5JJ以降は，各地からの復

興支援フェアや出荷制限品目の解除される中，市場で

の取り扱いも!順調に回復してきた。しかし， 7月に福

島県政牛肉問題が報道され， r本当に福島県政は安全

なのかjとの酷い合わせが急上隠することとなる。風評

被害が表面化したのが 8月以降であり，他県産の物iE;

が潤沢になる。量販活等での福島県産の売り場が確保

できず，ますます厳しい販売環境に陥った。 9月にな

ると豪雨や台風により各地産地での被害が発生し，全

体的な卸価格は上昇傾向に伝じている。

全島福島販売実績を前年比でみてみる (2011年 4

月 ~10 月 11 日段11皆)。果実では数最ベース 129% ，

単価ベース 57%となっている。全農取扱いの数量;の

増加は，売，観光農鴎の議姿が大幅に減少し，農

協への出荷が増えたためで、ある。平均単価は 2010

年の 408円/kgから 2011年では 232河/kgと大幅に

下落しており，主力品目のモモでは生産費を答IJり

込むギリギリの水準にまで落ち込んでいる(表 4)。

表 4 東京中央卸売子行場平均倒絡(福島県波)

平成22年(2010年) 474 458 462 

平成23i子(2011年) 337 195 302 

前年対比 71.1% 42.6% 65.4% 

楽(内/kg) 8月 9月

平成22年(2010年) 353 334 

平成23年(2011年) 181 184 

前年対比 51.3% 55.1% 
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表 5 Lj二校肉の東京芝iHi市場平均filli格(裕島県滋)

事n守コA5(fIJIkgJ 2月 3月 11J~ 5}1 6月 7JJ 8刃

平成22年(2010i手) 2，217 2，192 2，212 2，011 2，167 2，118 2，155 

平成23年 (2011年) 2，113 1，986 1，746 1，735 1，59/1 1，461 出荷なし

95.3% 90.6% 78.9% 86.3% 73.6% 69.0% 

表6 rnLj二子牛セリ市場平均側絡推移(JA全長さ福島) (上ド位:円/111JD

全閣平均(3カ月) 404，484 393，955 382，375 374，907 379，002 384，207 

福島IfL均(3カ月) 415，048 397，912 393，457 384，532 390，651 392，313 

平成20年度(2008{ド度) 453，928 419，462 397，097 38.1，420 375，166 383，910 

平成21+f三皮(2009fj三度) 385，876 37'1，659 380，230 350，586 376，344 383，838 

平成22+ド!J!'(2010年度) 405，828 405，279 403，993 418，063 420，259 408，683 

平成23年度(2011年度) '112，192 399，575 361，671 331，573 308，628 332，781 

(単位:河/1頭)

全国ヰム均(3カ月) 375，510 381，571 399，703 389，654 1102，019 395，010 

福島平均(3カJl) 375A65 399，906 415，867 400，531 /117，269 421，615 

平成20年度(2008年度) 349，366 38臼，454 407，506 370，155 392A18 39'1，766 

平成21年度(2009年度) 372，574 399，224 405，012 393，810 417，943 420，737 

平成22i手皮(2010年度) 401，266 410，010 434，586 434，701 1141，126 446，914 

366，907 

野菜では，数量ベースで 93%，単価ベースで 92%

(330 Pi/kgから 305円/kg)となっている。

肉HlLJ二に関しでも深刻である。表 5f立正i二校内の東

京芝浦市場平均価格(福島県産)，表 6は和牛子牛セ

リ市場平均価格推移(JA全農福島)を示しているが，

大幅に下落しているのがわかる。

4. 福 県農協の原発事故へ の

対応

JAグ、/レーブ。福島で、は， 4月 261::1に rJAグループ

島県協

を設立した，福島県内全 JA他全農県本部，

LR鮪協，県資産振興協会，県農業経営者組織連絡

!思きのこ綬興協議会など 35団体で構成して

いる。事務局は JA福島中央会が担っている。設置

以降毎月，然協議会総会を開催して損害結償請求額

を決定し，東京電力に詰求念行っている。これまで

(10月 7fl段階)は，誇求総額 286億円と

なっている。内訳をみると，①出荷If{~11::品目 40諮問，

c2)その他被需品目 41億円，③家畜処分など家畜関係

77億円，④牧草 20億円，⑤不耕作(休業補絵)101 

内，⑨営業損害 7億円となっている。このうち 10月

段階で、支払われた額は 101億円となっている。

東電の損害賠償請求に関しては多くの問題点が

指摘されているが，福島県農業・農協の課題として

は，①支払いの遅延(本払いは 3か月単位)，②請求

額に対する満額本支払いがなされない，③生産や出

荷を自粛した場合の賠償'をめぐる陪題，

かわる損害賠償，⑤箆業ネrfifi員。，@終期の問題(賠鍛

期間)，⑦JAなど構成団体の営業損害，③原子力損

害賠償紛争審査会による指針に明記されていない

被害手へのおj応，などが挙げられる。令

JA福島県中央会では，被害農家への資金対策も

講じている。被災農業者(組合員)の当

について福島県と連携し，全関連の支援を得て無利

子資余を創設している(農家経営安定資金)。肉牛の

出荷制銀に伴う悶・県による資金対応としては，国

の肉用牛肥育経営緊急支援事業，稲わら等緊急供給

支護対策，福島県では肥育牛出荷円沼化対策事業，

稲わらの無償提供を行っている。
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表 7 放射性物質検査の体系化

第1段階 j二漆分析 全)f1l:i也 土壌汚染マップの作成 GE器検資

第2段階 予備検資 地域・品隠ごと 放iJllJ射定性物質の移行系の GE器・ベクレノレモニタ-

~3段階 出荷前検査 i也J或・品f=l:::::'と セシウム500ベクレル
」 基準で検王室 GE器

m4段階 消費i也|会資 地j淡・品践ごと i亙売目rr等に 一
ベクレノレモニターを設霞 ベクレルモーター

5.体系立 てた 放射 能汚 染検査の

必要性

現在の福島県農業の陪題は，第 lに，規棋値を起

える品目が毎月のように検出ぎれるため，風評陪題

が全く終息しないことである。 4・5月は野菜類， 6 

flは牧蕊， 7月は稲わら， 8月は肉用牛， 9月はキノ

コ類と毎月のように報道される状況である。第2に，

風評の問題は農業から観光，暮らし・生活の問題に

波及しており，福島県からの大幅な人口流出が懸念

される状況となっている。

何故放射能汚染問題は終息しないのか。大きく以

下の 2点が指摘できる。第 lに，現状分析・鵠査モ

ニタリング不足である。前掲罰 1は，文科省が測定

した 2kmメッ、ンュの空間線、量により 360地点の土

壌分析結果をマップ化したものであった。しかし，

現実の農村では， IIJんIt，畑一枚ごとに放射性物質

の含有量が異なる。概ね同じであれば対処ができる

が，筆者が関わっている某集溶で独自に行った全農

地土壌分析調査結果では，同じ地区の田んぼの土壌

分析結果で 10倍近い関さがあった九つまり出ん

ぼ一枚ごとの全農地を対象とした放射能汚染マッ

プの作成が必要なのである。

では，何故詳細な汚染マップを作成しないのか。

これには幾つかの間題がある。 1つは，検変機器の

不足である。 2011年 9月現在で，福島県には福島県

農業総合研究センターに 10台，福島大学に 2台，

民情検査機関に数台のゲルマニウム半導体検出器

が導入されている。それでも検査精度を上げるには，

2) wtn完結果のιr't格J:，:UH客名を公表することはできないが，

4 月時点lこ士主義のサンプノレな 10枚の田んばから採取し，ゲル

マニウム半導体検出擦を擁する検公機関で測定した紡泉，よ泣小

l主主!]400， JT:火l士約 4，000ベクレノレ/kgであった。

検資11寺間の確保が必要であり，検査できる検体は

限られる。出荷前農産物の検査が優先されるため土

壌分析にまで手が囲らないのが現状である。 2つ自

の理由は，簡易ベクレノレモニターで土壌汚染度

易測定(後述)するという方法があるが，検査精度の

問題を専門家が指摘しているため，公的には実施さ

れていない状況にある。 3つおの理由は，土壌汚染

マップの作成は擦害賠償請求の問題に直結するた

め，二の足を踏んでいるのではないかと「推測j さ

れる点である。このうち，最後の理的に関しては，

「賠損jと現実の「損害Jを分けて考える必婆がある。

臣民の食料の問題，健康の問題を考えれば，真の損

害状況をネ急、に調査する必姿がある。農地のみなら

ず，海洋汚染，森林汚染についても伺様であるとい

える。

このような現状に対し表 7のような， 4段階に体

系立てた安全検査が必要である。第 1段階は，田ん

ぼ一枚ごとの土壌分析と全域放射能汚染農地マッ

プの作成である。前掲鴎 2のような簡易鞘定でも構

わないので，集落ごとに田んぼ・畑一枚ごとの汚染

マップを作成することが必要である。これにより汚

染度合いに応じた対応が可能になる。例えば，高濃

度であれば作付制限，中濃度であれば除染，紙濃度

であれば除染作物の作付など，被安状況に応じて対

応策を講じることができる。

第 2段階は，作物の予備検査から放射性物質の移

行率を測定することである。現在の検査では土壌汚

染度を鵬定していないため移仔率を計れない。地域，

作物の品種，地質，地図によって移行率は異なる可

能性がある。ただ予備検査を行し、出荷制限を判i析す

る段階から次年度以降のためにデータ収集長伝行う

ことが必要で、ある。今後も同じ混乱を続けることは

避けなければならない。
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第 3段階は，現行実施されている出荷前検査の拡

大である。福島県は独自にサンプノレ数を増やし，徹

底した調査を行う体制を自指している。問題は県独

自という点にある。放射能汚染は福島県のみ弱まっ

ていない。にも関わらず，際の明縫な指針がないた

め，地域ごとに検査の精度が異なっているのが現状

である。福島県の ND(Not Detected :検出限界)は

10ベクレノレ以下であるが，この基準は地域・検査体

制によってまちまちである。このような現状が風評，

不安感の原因となっている。

4段階は，消費地における購貿時点検資体艇の

綴築である，金品検査は難しいとしても，例えば直

売所，公民館単位にベクレノレモニターを l台配備する

などという対策が将来的には必要となる。このような

体系立てた検査体制の縫立により，復興・

の策定・実践が可能となる。

現在，各農家，各地域，各企業独自に検ままをする

動きがある。しかし，検査機器，方法は各自バラバ

ラである。統一の検査マニュアルの作成と検査基準

の設定が必要である。また，生皮段階の検変だけでは

不足であり，流通段階との連携が必要であるといえる。

6 風許被害問題と福島農産

農産物の流通

これら放射能汚染の問題を生産者対消費者の開

題に棲小イとすることがあってはならない。風評被

という言葉では，被害者は生産者であり，加害

者は消費者ということになる。いまだに瞥定規制

伎のままの基準と穴だらけのサンプル調査に，消

費者だけでなく生産者も不安を感じている。突然

の原発事故・放射能汚染で本年の営農計画を新絶

された生産者は完全な被害者であり，その後の対

策における不作為により翻奔されている消費者も

被害者である。被害者同士で対立しあう関係は悲

劇である。限定的な情報のもとで「風評被害J，そ

の一方での f福島誌援j といったキーワードが氾

離し，本来伺じ被害者であるはずの生産者と消費

者が対立するといった悲麟が繰り返されているの

が現状である。

では，地域独自にどのような対策が議じられるだ

ろうか。ここでは福島県としての対策について検討

する。

i 蹴気入 1 
18，100t (4.0覧

iコメ{厳格形成セン9ーによる取引:

生援者

生産重量
455，700t 
(100詰)

民間
流遜米
【捻富十]
364，70Ot 
(80%) 

10，20Ot (2詰

自室京波書室・害警告電霊童E霊
[捻昔十]

図 4 徳島県産米の流通フロー

建ぎ

注1)2006 f下「福島県農産物流通状況調奈報告設J (流通消焚グループ)による。
校 2)数値は 2004年政米。
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生産・流通商では， 3つの対策が必要で、ある。①

生産(産地)対策としては，先に指摘した 4段階検査

のうち3段階までを徹底する必要がある。その上で，

作付(出荷)可能産地の特定と支援が必要となる。

②流通対策は重点課題であり，まず暫定規制値

(セシウム500ベクレノレ/lkg)を隈守するための検査

体制，検査結果のが「みえる流通システムjの構築

が求められる。問題は，例え産地段階で、の検査体iIllJ

を精椴化しでも流通過程において問題が発生しな

いような仕組みを構築できるかという点である。

福島県の民1M]流通米は全生産量の 8筈IJである。弐

間流通米は大きく分けて農協と農協以外の集荷業

者に集荷される。そのうち農協に集荷される量は民

民流通米のうちの 37%である。農協以外の集荷業者

には主なものに全集連(全i君主食集荷協同組合)系

集荷業者があり，民潤流通米のうちの 4%が集荷さ

れる。また，農協に集荷される米は， JA全段と JA

直売(単位農協)にまわされる。農協系統，全集連系

，その他集荷業者から販売業者や実需者へ流通

し，最終的に小売f占や外食事業者のもとへ販売され

るという経路を辿る。福島県においては， JAの米

集荷率は{尽く， JA以外の他の集荷業者が多く集荷

しており，多様なルートを経て米の流通がなされて

いるといえる。米を lっとっても，このような複雑

な経路を辿るため，安全検資と流通機構の整合性を

高める対策が必要であり，さらにいえば福島県にお

ける新しい流通の仕組みを消費者に伝えることが

必要である。この意味で，流通業者や消費者団体も

含めた産消提携モデルを考える必要があり ，J!!k1私

漁協，森林組合と生協が連携した協同組問協伺の本

格的運用が必要となっている。

このような対策の上で，③消費者対策として，啓

発パンフ作成，正確な情報提供，組合員教育の実施

を協同で行う体制を作る必要がある。 JH在な情報を

どうやって伝えるか，泊費者も含めてー絡に情報提

供する仕方を考えなければならない。そこで，現在，

福島県内の農協，漁協，森林組合，生協がつくる地

産地消運動促進ふくしま協河組合協議会(地産地消

ふくしまネット)と福島大学協同組合ネットワーク

研究所3)が合陪で放射能汚染対策と筒島県農産物の

生産流通検討会議を開催し今後の対策を検討して

いる。

お わ り に

放射能汚染の問題を生産者対消費者の問題に倭小

化することがあってはならない。風評被害という

では，被害者は生産者で、あり，加害者は消費者という

ことになる。いまだに暫定規制値のままの基準と穴だ

らけのサンプル調査に，消費者だけでなく生産者も不

安を感じている。突然の原発事故・放射能汚染で本年

の営計画を断絶された生産者は完全な被害者で、あ

り，その後の対策における不作為により翻奔されてい

る消費者も被害者である。風評問題の涼隠は，安全検

査の信頼性の欠如(サンフツレの精度)，安全基準根拠の

不明位性にある。その様源的問芭は農地の汚染マップ

が作成されない中で、のサンフ。ル調査で、ある点にある。

ilt音荘むを恐れて「損害j をifH、評価するため調

資や検査を限定化するといったことがあってはな

らない。正確な情報を全由民に公表することが求め

られる。 i攻Ji祉は将来I止代につけを|ヨしてはならない。

汚染調査，検査体制の強化，支の情報公開による直

近の費用地大と汚染拡大による不信・不安，現実の

健康被答を将来的に支払うことの~JJ:用の大きさを，

比較・検討してほしい。それだけの大事故・大三aWIこ

である現実を直視することが必要である。

w のような基礎的調査の結果，正確な現状分析が

はじめて可能となる。これを踏まえずに除染プロ

ジェクトの推進や復興・再生計画の策定・実行は現

実的にはあり得ない。領島県では独自の土壌検査，

農産物・食品検査を実焔し，何とか消費者に安全な

食料を届けられるように努力している。しかし，消

費者の安心の前提にはそもそも汚染地域がどの程

度広がり，高設定汚染地域の農産物が流通に乗らな

いという確かな情報が求められる。そのためには，

如何に独自検査を先行させても，公的機関による統

一的な基準が絶対に必要となる。今後は，ボトム

アップによる地域独自の動きを~J' 自治体の取り組

みに接合させていくことが必要となる。

3) 1M)ふ Vl~では， 2010 "1ミ4JJ Iこ全[;，c]でも珍しい大学と生!tfJ • J1~z 

!Zi，・漁協・森林総合による協同組合結l機・事業.Jill動:こ I~J寸る

石ilf究組織 f初仏大学W，間組合ネットワーク研究所Jも没なして

いる 3 偏向以ではこれまでも fふくしま火以の会J(1998"ド役

立)という戊協，J1:~r正 iili，生協，加工業者などとのi'liíì'ítJ土紛に

よる協同組合11:1協同を尖践してきた。このような取り粉みを必

然として， 1m学江主携による協同組合IIIJW，IIlJを位進している。
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